
      

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の 

影
響
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療 

保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た

等
の
世
帯
に
属
す
る
方
に
つ
い
て

は
、
次
の
と
お
り
保
険
料
を
減
免

し
ま
す
。 

 

対
象
と
な
る
方 

 【
減
免
事
由
①
】 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
り
、
世
帯
の
主
た
る
生
計
維

持
者
が
死
亡
し
、
又
は
重
篤
な
傷

病
を
負
っ
た
世
帯
の
方 

 

【
減
免
事
由
②
】 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
世
帯
の
主
た
る

生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
、
不
動

産
収
入
、
山
林
収
入
又
は
給
与
収

入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
、
次
の
ア

か
ら
ウ
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る

世
帯
の
方 

 

ア 

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持

者
の
事
業
収
入
等
の
い
ず
れ 

      

か
の
減
少
額
が
前
年
の
事
業 

収
入
等
の
額
の
10
分
の
３
以

上
で
あ
る
こ
と
。 

  

イ 

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持

者
の
前
年
の
所
得
の
合
計
額

が
1,000
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

  

ウ 

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持

者
の
減
少
す
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
る
事
業
収
入
等
以
外
の

収
入
に
よ
る
前
年
の
所
得
の

合
計
額
が
400
万
円
以
下
で
あ

る
こ
と 

  

減
免
す
る
保
険
料 

  

令
和
元
年
度
分
お
よ
び
令
和
２

年
度
分
の
保
険
料
で
あ
っ
て
、
納

期
限
（
特
別
徴
収
の
場
合
は
、
年
金

の
支
払
日
）
が
令
和
２
年
２
月
１

日
か
ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で

の
間
の
保
険
料 

  

減
免
と
な
る
保
険
料
額 

 

【
減
免
事
由
①
の
場
合
】 

  

減
免
の
対
象
期
間
と
な
る
保
険

料
の
全
額 

【
減
免
事
由
②
の
場
合
】 

  

次
の
表
の
と
お
り 

👇
 

        
 

 
 
 

                
 

     
 

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の

事
業
等
の
廃
止
や
失
業
の
場
合
に

は
、
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者

の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
に
か
か

わ
ら
ず
、
減
免
対
象
保
険
料
額
の

全
部
を
免
除
し
ま
す
。 

  

相
談
受
付 

  

市
高
齢
者
包
括
支
援
担
当 

 
 
 
 
 
 
 

（
窓
口
16
番
） 

 
 

電
話
（
２
３
）
６
１
１
１ 

内
線
２
１
７
４ 

 

申
請
期
間 

  

令
和
３
年
３
月
末
ま
で
受
付
し

て
い
ま
す
。 

  

必
要
な
も
の 

  

保
険
証
、
印
鑑
、
世
帯
の
主
た
る

生
計
維
持
者
の
令
和
元
年
中
の
収

入
額
、
所
得
額
が
分
か
る
も
の
・
令

和
２
年
の
収
入
が
分
か
る
も
の 

  

※
後
期
高
齢
者
の
方
は
、
介
護

保
険
料
も
減
免
に
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。 

  

後
期
高
齢
者
の
『
歯
科
健
診
』
が 

無
料
で
受
け
ら
れ
ま
す
。 

  
歯
の
健
康
は
、
食
生
活
を
豊
か

に
す
る
と
同
時
に
、
健
康
の
維
持
・

増
進
、
病
気
の
予
防
に
も
繋
が
り

ま
す
。
食
事
の
と
き
、
食
べ
こ
ぼ
す

こ
と
が
多
く
な
っ
た
方
、
お
茶
を

飲
む
と
き
、
む
せ
る
こ
と
が
多
く

な
っ
た
方
、
入
れ
歯
が
合
わ
ず
食

べ
物
が
噛
め
な
い
方
な
ど
は
、
こ

の
機
会
に
、
歯
科
健
診
を
受
診
し

ま
し
ょ
う
。
根
室
市
で
は
、
後
期
高

齢
者
の
歯
科
健
診
を
無
料
で
実
施

し
て
い
ま
す
。 

 

対
象
者 

 

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者 

 

費
用 

 

無
料
で
す
。 

 

申
込
期
間 

 

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら 

令
和
３
年
２
月
末
ま
で 

 

申
込
先 

 

市
高
齢
者
包
括
支
援
担
当 

（
窓
口
16
番
） 

 
 

電
話
（
２
３
）
６
１
１
１ 

内
線
２
１
７
４ 

 

申
込
方
法 

 

電
話
で
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

後
日
、
受
診
で
き
る
歯
科
医
院
が

記
載
さ
れ
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
と
受

診
券
を
郵
送
し
ま
す
。 
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【減免事由２の場合の減免金額】 
減免対象の保険料額（Ａ×Ｂ／Ｃ）に減免割合（Ｄ）を乗じて得た額 

  
 Ａ：保険料額 
 Ｂ：世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

（減少することが見込まれる事業収入等が２つ以上ある場合はその合計額） 
 Ｃ：被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得

金額 
 Ｄ：減免割合 
   主たる生計維持者の前年における所得の合計額 ３００万円以下 ⇒ 全額減免 
                         ４００万円以下 ⇒ １０分の８ 
                         ５５０万円以下 ⇒ １０分の６ 
                         ７５０万円以下 ⇒ １０分の４ 
                       １，０００万円以下 ⇒ １０分の２ 

ホ
ッ
と
だ
よ
り 

 

令和２年度 

第 4 号 

【11 月発行】 

 


